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第１章

政治・行政

――変革の時代を鳥瞰する――

玉 田　芳 史

はじめに――何がどう変わったのか――

　タイは２００１年２月に登場したタックシン・チンナワット政権（��������

���������）の前後で何やら大きく変わりつつある。タイの知識人の間では

タックシン体制（��������	
���
）という用語も流通し始めた（��������［２００４］）。

政治に大きな地殻変動が起きているのかもしれない。多くのものがこうした

印象を共有しながらも，どう変化しているのかを，特定の局面だけではなく，

ある程度包括的に説得力をもって説明したものはいなかった。そこで，タイ

に興味と知識をもちあわせるものが協力して，政治や行政に何が起きている

のかを考えてみようということでわれわれは２００５年に共同研究を立ち上げた。

本書はアジア経済研究所で実施したその共同研究の成果の一部である。

　タックシン政権下における変化は劇的といえるほど大きいものの，変化の

多くは同政権登場以前から生起していた。他方において，政権が交代しても，

つづいてゆく変化もあるように思われた。そもそもタックシン政権期だけ眺

めて，歴史的な文脈への位置づけを疎かにするならば，同政権を正しく理解

することも難しいであろう。そこで，研究対象時期をタックシン政権期に限

定せず，おおよその出発点を政治の民主化や経済の自由化が顕著に進み始め

る国内的な発端となった１９９１年２月２３日クーデタから１９９２年５月政変にかけ

ての時期まで遡らせることにした（本章第２節参照）。各自がタイ研究者とし



て研鑽を積んできた得意な分野から，大きな変化が起きたと思われるトピッ

クを選び出して，変化の理由，過程ならびに結果の分析に着手した。トピッ

クには，憲法，選挙，地方分権，行政改革，外交政策，教育改革，予算制度，

社会福祉などがあった。

　研究を始めたときには終点を決めていなかった。ところが終止符は図らず

も２００６年９月１９日に打たれることになった。軍首脳が「国王陛下を元首とす

る民主主義体制改革評議会」（��������	�
�����
�������	�
，以下では略称の

���を用いる）を名乗って，タックシン政権を打倒するクーデタを成功させた

からである。���はタックシン政権における政治腐敗の蔓延を声高に批判

して，汚職摘発のための態勢整備に力を注いだ。汚職追及や政界浄化が大義

名分とされたという点では，１５年前の１９９１年２月２３日のクーデタとまったく

同じである。タイの政治体制はクーデタによって１９９１年クーデタ時点に戻っ

たのであろうか。決してそうではなかろう。１９９０年代に生じた変化，タック

シンが５年間の在任中にもたらした変化は，タックシン１人を追放しても，

新しい憲法を起草しても，打ち消せるほど軽微なものとは思われない。では，

どのような変化が生じていたのか。本書は政治や行政におけるそうした変化

を解明しようとする試みである。しかし本題に入る前に，クーデタが起きた

理由について簡単に触れておくべきであろう。

　１．クーデタと２つの民主主義

　なぜクーデタが起きたのか。クーデタの第１の目的はタックシン追放で

あった。しかし，政権を打倒しても，憲法が同一ならば第２のタックシンが

登場する可能性がある。そこで再来を阻止するために，タイの歴史上もっと

も民主的とみなされる憲法を廃止し，新しい憲法を起草することが決まった。

タックシンの問題点はどこにあったのか。主たる問題は人気であった。タッ

クシン政権は，集票目的のためにポピュリスト政策を通じて有権者とりわけ

下層民への利益配分に努めたと批判されてきた。政治学者のアネーク（�����
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�������������）が興味深いことを述べている。「“ポピュリズム”が“国王に

よる扶助”を損ねるかもしれないことを認めなければならない。“ポピュリズ

ム”を不注意に用いると，意図せずして，“国王による扶助”と競合しかねな

い，つまり威徳を競うことになるかも知れない。筆者自身，東北地方の住民

が『国王陛下は即位されて６０年になる。貧しいものたちをずっと助けてくだ

さった。でも，病気の治療に関しては，国王陛下からの扶助は，首相の“３０

バーツですべての病気を治療する事業”には敵わない』と率直に語るのを聞

いたことがある」（����［２００６��１００�１０１］）。この点についてスッパラックは次の

ように指摘する。「注目すべきは，国王が昔から農村部住民に対して果たして

きた役割の多くが，タックシンのポピュリズム時代に奪い取られたことであ

る。このため，国王ポピュリスト（�����������	
�）と選挙ポピュリスト（����������

��������）という２種類のポピュリストの衝突が生じた。その結果，���が権

力を奪取し，国王ポピュリストを補強し存続させようとした」（���������

［２００７���２７３］）。

　人気争いとも受け取れる権力闘争の背景には，２つの民主主義観があった。

タックシンは２００６年６月２９日に，首相官邸に政界，官界，軍隊の首脳約５００名

を集めて施政方針を説明した。ほぼ１時間にわたる演説のなかで，彼は「民

主主義」（��������������）にたびたび言及し，あるところでは次のように述べ

た。「現代世界では政治の変化は民主的な手続きを経なければならない。

……タイの民主化はここまで進んできている。逆戻りして民主主義を捨てよ

うなどというものを私は認めない。もう一度繰り返すならば，私は生命をか

けて民主主義を守る。自分が首相である限り，タイから民主主義を失わせよ

うとする企てを断じて許さない。それゆえ，非民主的な政変が生じるのでは

ないかと懸念するには及ばない」（�������［２００６］）。これに対してただちに，保

守派の法律家ミーチャイ（１）が「［タックシンは―引用者］ことごとく［修飾

句のない―引用者］“民主主義”という短い表現を意図的に用いている。しか

しながら，われわれが学んできたところによると，タイの民主主義体制は

“国王陛下を元首とする民主主義体制”であって，外国の民主主義体制とは異
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なっている」という批判を加えた（������［２００６］）。

　ミーチャイが外国のものとは違うと指摘し，���が自称にも用いた「国王

陛下を元首とする民主主義体制」は，通常の立憲君主制つまり国王を元首と

する議院内閣制ではなさそうである。歴史家のニティによると，タイでは

「１９３２年６月２４日の革命によって王家の家産国家（タイ語では������������	��
�

����������	
�����――引用者）が国民国家（タイ語では����������������������	――

引用者）へ改められた。……この国民国家は王国（タイ語では������������	�

������� ――引用者）の性格を備えていた，つまり国王を元首としていた。

……世界には国民国家が王国と両立している例がたくさんある。ところがタ

イでは，１９４７年以後……王国を王家の家産国家へと読み替える努力が続けら

れてきた。……家産国家に暮らしているのであれば，１４００万票，１８００万票と

いった総選挙での（大量――引用者）得票によって権力を正当化することはで

きない。正当性は父のごとき国王の支持や満足から得るものだからだ」（�����

［２００６��１４３�１４４］）。そこでは，クーデタは「臣民」の賛否とは関係なく，国王

の追認によって正当性を付与されることになろう（２）。ニティはそうした政

治を「タイ式民主主義」（���������������	�
������）と捉えて，次のように説明

している。「タイ式民主主義はエリート（������������）の，エリートによる，

エリートのための統治であり，選挙とクーデタが権力分配手段として等しく

用いられる」。「選挙だけではないのは，エリートの大半は，選挙では，自己

の政治資源を競争のために活用できないからである。博士号をもっていても

大学教授であっても，選挙では意味をなさない。酒やビールの会社の大株主，

元局長，王族といったことも同様に選挙での助けにはならない。それゆえに

こそ，これらの人々は選挙を票の売買にすぎないと矮小化しようとするので

ある」。中間層や農村部の庶民といった非エリートは「おおむねクーデタより

も選挙に満足を覚えているといえるかもしれない。それというのも，選挙が

行われれば，エリートはこの勢力の意見に耳を傾けなければならないからで

ある。このため，１９７７年以後のタイ政治は選挙中心に展開されてきた」（�����

［２００７］）。
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　この３０年間に緩慢ながらも着実に進んできたのは政治の大衆化（エリート

政治から大衆政治への変化）であり，「タイ式」民主主義が「ただの」民主主

義に取って代わられる過程であった。特殊な限定のない民主主義は，「候補者

が自由に票を競い合い，しかも実際にすべての成人が投票する資格を有して

いる公平で公正な定例の選挙によって，その最も有力な決定作成者集団が選

出される政治システム」（ハンチントン［１９９５��７］）を指しており，世界の多く

の国で共有されている手続き的な民主主義である。もっぱら選挙によって正

当な権力の所在を決めるようになるのが民主化である。民主化過程はタック

シンが着手したわけでも加速したわけでもなかった。彼はその渦中に身を置

いたにすぎない。しかしながら，選挙に由来する正当性を彼ほど鮮烈に国民

に印象づけた政治家はいなかった。彼は選挙の効果を増幅して示すことによ

り，民主化過程が抗しがたく進んでいること，つまりタイ式民主主義という

エリート政治の時代に終わりが近づきつつあることを告げていた。それが反

発を招き（�������［２００５］など），クーデタにつながったといえよう。

　２．本研究のねらいと意義

　本書は１９９１年から２００６年にかけての１５年間にタイの政治・行政に生じた変

化のなかから重要と思われるものを選び出して叙述・分析することをねらっ

ている。このささやかな試みには十分な意義があるのではないかと考えてい

る。それというのも，タイの政治・行政に関する実証研究が，過去に遡って

も，質量ともに不十分だからである。先行研究は流行の議論を援用した視角

を提示するだけにとどまることが多く，個別テーマの系統的かつ実証的な整

理がなされてこなかった。たとえば，１９８０年代まで軍政や官僚支配という説

明が通説となっていたにもかかわらず，官僚制，軍隊，政軍関係に関する実

証的な研究はごくわずかしなかった。１９８０年代以降の経済政策決定の過程に

ついては，アネークが官僚支配に代わる概念として業界団体や財界団体の重

要性を指摘して以降（����［１９９２］），利益団体政治に関心が払われた（������
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����������［１９９７��２３７］，������［１９９４］）。しかし政経関係は，経済危機とと

もに新たな説明を必要とした（末廣編［２００２］）。１９９２年５月政変後，政治は政

党を中心として展開されるようになった。しかしながら，研究者の主たる関

心は政党や選挙ではなく，都市中間層に向けられがちであった（�����［２００４���

�������７］，玉田［２００３］，船津・籠谷［２００２］）。主たる理由は１９９２年５月政変

で都市中間層が民主化の担い手として脚光を浴びたからである（たとえば

����［１９９３］）（３）。しかし，都市中間層を民主化勢力として重視する視角は，

タックシン政権の登場から退陣に至る政治の分析ではすっかり影が薄れた。

中間層の出番が減ったため，中間層に着目しても同政権を説明するのが困難

だったからである。タックシン政権については，研究が企業家としての首相

の経歴，分配政策，政治腐敗（批判）といった点に偏りがちであり（������

���������［２００５］，���������	
������［２００５］，��������［２００４］，�������

［２００４］），タイの政治・行政の「現代化」を目指した行政改革や外交政策，空

前の勝利を収めた選挙戦術などの重要なトピックに取り組んでこなかった

（末廣［２００６�］，玉田［２００５�，２００５�，２００５�］）（４）。

　この１５年間の時間軸にそった説明も不足している。いくつかの重要な事件

の相互関係を十分な説得力をもって説明した研究が見あたらないためである。

ここ１５年間のタイの政治変化について，日本語とタイ語の研究文献は数が限

られ（浅見［２００７］），英語でもパースックとクリスの数冊（����������	��
�

［１９９６，１９９８，２０００，２００５］）を参照できるほかは，数冊の編著（���������	


［１９９７］，��������	
�［２００２］，����［２００５］）が１９９０年代の政治や危機後の一断

面を描くのみである。先行研究の多くは点を描けても線を描くことができて

いない。その背景には，特定の事件や政策をタイ政治の時間軸ならびに空間

軸上のどこに位置づけるべきかを容易には決めがたいという事情が存在して

いるように思われる。たとえば１９９２年５月の政変でデモ隊を率いたチャム

ローンはどこへ行ったのか。そのチャムローンが１９９０年代半ばに自分の政党

の党首にタックシンを迎えたのはなぜか。タックシンの政界入りに道筋を提

供したチャムローンが２００６年にはタックシン追放運動の指導者の１人になる
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のはなぜか。チャムローンの軌跡は，１９８０年代半ばに彼の政界デビューを助

けたのが当時の首相で，後に枢密院議長になるプレームであったことを考慮

に入れなければ説明が難しい（�������［１９９７］）。本書でも取り上げる地方分

権についてみるならば，地方分権の推進派と反対派を固定したものと眺めて

しまうと，官庁と下院議員だけではなく，中央官庁同士，下院議員同士，さ

らに地方自治体同士でも利害の食い違いがあり，しかも分権の進行状況に応

じて合従連衡に変化が生じていることが見えなくなってしまう。地方分権は，

中央官庁と地方自治体の関係だけではなく，政党政治の展開，とりわけ国会

議員の選挙制度と関連させて理解するように努めなければ，正確な理解が困

難である。

　本書では，時間軸についてはそれぞれの事象が何を理由としてどのように

生じ，いかなる結果につながったかを一貫して説明するように努め，空間軸

についても可能な限りさまざまな変化を相互に関連づけて説明しようと試み

る。たとえば，選挙制度については１９９７年に改革が実施される前にはどう

なっていたのか，それがどう改革されたのか，改革はどのような結果をもた

らしたのかを時間軸に沿って説明する。それと並んで，同時期に生じた軍隊

の政治からの撤退や地方分権の進展といった変化が，選挙の制度や結果にど

のような影響を与えたのかについても目配りするよう努めている。

　本書全体のテーマに関わる１５年間の変革を把握するために，まず次節で背

景や前史として１９９１年以前の政治・行政・経済の大きな流れを概観する。そ

れにつづいて第３節では選挙民主主義の実践と定着という意味での民主化を

説明し，政権の安定という１０年来の目標が達成されたことを示す。第４節で

は本書の各章の概略を述べる。

第１節　変革前――官僚支配体制（������������	
����）――　　

　この１５年間に生じた最大の変化は，政治面では民主化の進展，経済・社会
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面では中進国化に向けた制度整備であった。ここで確認しておくならば，民

主化とは非民主主義体制から民主主義体制への移行であり，民主主義体制は

最高指導者が公平で自由な選挙によって選出されるところに最大の特色があ

る。この変化を理解するための一助として，まず民主化前の政治・行政の特

色を概観し，次にその時期の経済の主たる特徴を述べておこう。

　１．権力の分散

　東南アジアで欧米列強が植民地支配を確立してゆくのと時期を同じくして，

独立を保ったタイでも１９世紀末に近代国家の形成が始まり，地方から首都へ

の，首都では国王への権力の集中が進んだ（玉田［２００１］）。この絶対王制は

１９３２年の立憲革命で打倒され，議院内閣制が導入された。それ以降６０年間ほ

どは，軍隊がクーデタを繰り返し，大きな政治力を握ってきた。１９９０年代初

頭まではほとんどの時期にわたって現役あるいは退役間もない陸軍首脳が首

相に就任してきた。軍事政権あるいは軍が主導権を握る政権が長く続いたの

である（加藤［１９９５］）。

　軍事政権は１９６０年代を除いて数年ごとに総選挙を実施したものの，御用政

党の結成ではなく，一院制議会に多数の官選議員を送り込むことにより，立

法府への統制を確保しようとしたため，立法府からも与党からもあまり拘束

されなかった。しかしながら，軍人首相は必ずしも強大な指導力を発揮でき

たわけではない。２つの制約要因があった。ひとつは軍隊である。上意下達

の一元的指揮命令系統が貫徹するのは軍事面であり，軍内政治面では派閥抗

争が渦巻いていた。もっぱら軍隊からの支持のみに依存する首相が，軍人退

役年齢の６０歳を越えて政権を維持した例はごく稀である。これは人事面で軍

の自律性が高く，退役すれば軍を統制できなくなるからである（玉田［１９９２��

３９５］）。

　もうひとつは行政官僚制である。１９世紀末以後に整備された官僚制は，植

民地支配や独立戦争による断絶を経験していないことが一因となって，政治
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の荒波から距離を一歩置いてきた。この連続性や自律性のゆえに，行政官庁

はいかなる支配者にとっても有益かつ不可欠であった。クーデタで成立した

政権は，軍政期のインドネシアやミャンマーとは異なり，軍人を天下りや統

制のために行政官庁に送り込むことがほとんどなかった。閣僚はほぼ全員が

軍人か行政官であるという意味で，官僚支配（������������	
����）と特色づけ

られてきた（�����［１９６６］）。事務次官や局長が横滑りするように大臣に就任し，

縦割りの省益の代表者として官庁の自律性を守ってきた。このことが頻繁な

クーデタにもかかわらず，政治や行政の連続性や安定を可能にしてきた。行

政官庁は軍事政権を支える命綱であったと述べても過言ではなかろう。

　官庁内部では，省のみならずそれぞれに法人格を付与される局の独立性が

高い（�������［２００１��２９１］）。省よりも歴史が古く，自前の局舎をもっている

ため，省の庁舎には入らない局も少なくない。省庁の改組が行われるときに

は局単位で帰属が変更されるのが普通であり，局はいわば不滅であった。地

方へ派遣される場合にも，省の地方事務所ではなく，局独自の地方事務所を

構えようとする傾向がある。人事面でも局は独立性が高く，局長以外の職員

が他の部署から任命されることは稀であった。それに加えて，後述のように，

省や局の内部にあっては，首都の監督は県や郡の地方出先事務所に十分には

及ばなかった。

　１９５８年クーデタで政権を掌握した軍人サリット・タナラット（���������	����）

は，この権力分散的な体制を改革し，首相への権力集中を進めようとした。サ

リットは立法府を無力化したうえで，行政府の機構改革を断行した。サリッ

トが設置した�首相府の国家経済社会開発委員会事務所（�����，１９５９年設

置，開発計画の立案と調整），�首相府の予算局（���，１９５９年設置，予算配分），

�財務省財政経済事務所（���，１９６１年設置，歳入の見通しと財政政策）の３機

関に，�中央銀行（���，１９４２年設置，金融・為替と財政の補�政策）を加えた

４者機関がマクロ経済運営で重要な地位を占めるようになった。「この４機

関は海外留学組の経済テクノクラートが掌握し，……軍事政権の政治的影響

からも，一定程度自立していた」（末廣・東［２０００��３３］）。官僚政権の歴史が長
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いため，１９７０年代以後総選挙が実施され，民選議員からの入閣者が増えてき

ても，そうした大臣がテクノクラート主導のマクロ経済運営や官庁の幹部人

事に介入することは容易ではなかった。

　２．中央集権

　官僚支配体制は中央官庁の利害に反する地方分権には消極的であった。こ

のため，地方自治体の強化よりも，中央官庁の地方進出に力を入れてきた。

１９３０年代に設置された市は管轄区域がきわめて狭く，１９５０年代に導入された

県自治体は内務官僚の県知事が首長を兼任した。地方自治体の規模は予算，

人員，権限のいずれをとってもきわめて小さく，１９９０年代初頭には全国の地

方自治体の職員や予算の合計は中央政府の１割にも満たなかった。しかもバ

ンコク都庁が自治体全体の半分あまりの比重を占めていた。首都以外の地方

を統治する主体は地方自治体ではなく，中央官庁の地方出先機関であったと

いってよい。

　中央政府を代表するのは内務省である。内務省は全国の県や郡に，県知事

や郡長を筆頭として多数の職員を派遣していた。しかし，地方統治を担当す

るのは内務省だけではない。大半の省と，多数の局が県や郡に事務所を構え

て職員を派遣してきた。それらの職員はみな国家公務員であり，首都の本省

や本局をハブとして全国を転勤した。時代が下るにつれて，地方の事務所数

や勤務者数は増えていった。地方分権どころか，中央政府による地方支配が

強化されていったのである。

　こうした中央集権的な統治はいくつかの弊害をともなっていた。首都中心

に政策が策定され，農村部が軽視されてきた。貧富差解消や農村開発が繰り

返し主張されてきたものの，格差の是正はあまり進んでいない。首都偏重を

よく示す典型的な事例は教育制度のいびつさであろう（�������［１９７６］，船津

［２００３］）。大学は１９６０年代に入ってやっと地方にも設置されるようになった。

それに対して，初等教員養成を主目的とした師範学校は全国各地に万遍なく
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設置された。しかし，師範学校は大学よりも一段下の教育機関と位置づけら

れていたため見劣りがした。優秀な受験生は教員をめざすならば，師範学校

ではなく大学を卒業し，中等学校に就職した。有能な教員はおしなべて農村

部勤務を嫌って，首都あるいは地方都市に集中した。為政者も教員自身も，

総人口の７割以上が居住する農村部の生徒に中等教育を受けさせようとする

意欲が乏しかった。このため，１９８０年代末には初等教育こそ近隣諸国にひけ

をとらないようになっていたものの，中等教育の普及率では地域最低水準に

あった。折からの投資ブームが到来したとき，労働者の質の低さが問題にさ

れるようになり，政府は中等教育の普及拡大に力を注がざるをえなくなった。

　もうひとつの問題は国家の支配が社会に浸透しなかったことである。公務

員といえば国家公務員であり，しかも首都採用で全国を数年ごとに転勤する

人々であった。こうした人々はいずれも本局を向いており，勤務地への理解

も愛着も乏しかった。同じ場所に長く勤務する自治体職員と比べると，こう

した国家公務員は地域社会への浸透意欲も能力も不足していた。

　とはいえ，首都から評価を得るには，秩序を平穏に保ち，住民からの協力

を得て成果をあげるのが好ましい。そこで地元有力者と懇意になって協力を

求めることになる。公務員が交流するのはたいていが役に立つ地元住民で

あった（５）。地方有力者と国家公務員の関係は１９７０年代以後一定期間ごとに

国政選挙が行われるようになると，大きく変化した。１９世紀末から２０世紀初

頭にかけて中央集権化が断行された後には，地方には国家公務員にまさる権

力者は存在しなくなっていた。しかしながら，１９７０年代以後の政党政治の展

開は，民選議員に入閣の扉を開き（本書第２章参照），国家公務員に対する下

院議員の政治力を強化した。地方住民が下院議員になれば公務員を支配しう

るかもしれないという新たな事情は，地方有力者にとってはきわめて重要で

あった。そこで，地方有力者は選挙運動を支援したり，自ら立候補したりす

るようになった。とりわけ熱心なのは，違法な事業への保護や合法な事業へ

の特別な配慮を受けようとする人々，１９８０年代以後チャオ・ポー（�������）

と呼ばれるようになる人々である（�����［１９８４］，玉田［１９８７］）。しかしチャ
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オ・ポーばかりではなく，地方の実業家も政治に進出するようになった。そ

の背景には，�米以外の商品作物の栽培が増加するともに，農業関連の商業

やサービス業で事業を拡大する実業家が全国各地で簇生し，�そうした実業

家の太宗を占める中国系タイ人が世代交代とともにタイ国籍を取得して参政

権を獲得したという事情があった（�������［１９８０］，玉田［１９８８］，���������

［２０００］，��������［２００１］）。

　３．銀行中心の経済界

　経済界と政界・官界の関係は，経済局面の変化とある程度対応している。

１９７０年代末から不況がつづいていたものの，１９８５年のプラザ合意を契機とし

て好況に転じ，１９９７年に危機を迎えた（図１）（末廣［２０００，２００２］）。政治との

関わりで見過ごしてはならないのは，「経済ブーム」以前の経済体制が銀行中

心であったという事実である。１９世紀以来の地場民間企業，公営企業，外国

企業という鼎構造（�������［１９８９］）の一角を占める地場民間資本の中心に位

置するのは銀行であった。新規銀行の設立抑制，外国銀行への進出規制，預

金金利と貸出金利の間から生まれる確実な利鞘といった政策に守られて，一

次産品輸出と輸入代替工業化を柱とする着実なマクロ経済成長とともに，銀

行は利益をあげて金融財閥を形成していった。バンコク銀行，タイ農民銀行，

サヤーム商業銀行，アユッタヤー銀行などといった特定の一族が所有経営す

る銀行がそれである（末廣［２００６���第５章］）。これらの銀行家の政治力の強さ

は，業界団体にすぎない銀行協会が，財界団体の商業会議所と工業連盟とと

もに経済界の利益団体御三家に数えられてきたことによく示されている。業

界団体にもまして，個別の銀行家が政治家（政党政治家のみならず，軍首脳も

含む）への働きかけを積極的に行ってきた（６）（�������［１９８９�，１９８９�］）。

　しかしながら，１９８８年から９７年にかけての経済ブーム期に，一方では国内

の銀行に依存しない資本調達手段が発展し，他方では��関連産業や不動産業

を典型として急成長を遂げる業種があった。アグロビジネスで急成長を遂げ
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た��（チャルーン・ポーカパン社），同社も進出した電気通信産業で事業を急

拡大したシン・コーポレーション（��������	��
����），重化学産業で急成長し

た���社，アルコール飲料で事業の多角化を進めた���グループといった企

業であった。これ以外にも，建設業，不動産業，サービス業などで事業を拡

大し政治力をつけた企業がいくつもあった。１９８８年以後の好況期には，銀行

に加えて，これらの企業が政党との結びつきを強め，経済界と政界の関係が

変化していった（����������	�
���［１９９７��２３７］）。それは政治の世界では，軍

隊や官僚制に代わって，政党の政治力が相対的に強まった時期であった。

１９９７年の経済危機で金融業界が致命的な打撃を被ると，危機を乗り切った企

業の比重が大きくなって，その旗手の１人が政権を握ることになる。

第２節　変革の底流――民主化と政治的安定――

　１９９１年からの１５年間には政治の民主化が進んでいた。選挙の結果を尊重す

　第１章　政治・行政　15

図１　タイの実質GDP（1988年価格）

（単位：100万バーツ）
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る政党政治が１９９２年以来つづいており，多くのものが民主政治は定着しつつ

あると感じていた。公平で競争的な選挙の実施と政治的自由の享受という２

点において，タイはフィリピンとともに東南アジアにおける民主化の優等生

と捉えられていた。かつてはクーデタの口実として利用されていた共産主義

の脅威は，国内では２０年以上前のタイ共産党壊滅，国際的にも１０年以上前の

冷戦終焉のゆえに，もはや存在しなかった（高橋［１９９７］）。政治の民主化を途

上国に求める先進国は，経済的にも中進国となったタイで，経済の安定や成

長に打撃を与えかねないクーデタが起きるとは予想も期待もしなかった。こ

の１５年間の政治・行政を時間軸にそって貫く大きな縦糸は民主化であり，そ

れは３本が縒り合わされたものであった。ひとつは１９９２年５月流血事件を契

機とする軍隊の政治からの撤退である。次は，１９９２年以後の政党政治の展開

に呼応して始まった政治改革であり，１９９７年憲法へと結実した。最後は１９９７

年憲法の申し子として２００１年に登場したタックシン政権である。こうした縦

糸と織り合わされる横糸は，経済環境，社会環境，国際環境の変化に対応す

る諸改革（教育改革，地方分権，少子高齢化対策，行政改革，予算制度，外

交政策）などであった。本節ではまずさまざまな変化の底流となる民主化に

ついて説明し，その結果としての政治的安定についてやや詳しくみたい。強

いリーダーシップを発揮しうる指導者の登場は政策に大きな変化をもたらし

たからである。

　１．民主化

　�　１９９２年５月流血事件

　まず縦糸３本について概観しておこう。最初は１９９２年５月流血事件である。

軍隊は首相との対立から１９９１年２月２３日に「国家秩序維持評議会」を名乗っ

てクーデタを決行した。軍隊は自ら政権を担当するのではなく，外務省首脳

から民間企業に天下っていた国際派の経済人アーナン・パンヤーラチュン

（�������������	
�）を首相に選んだ。アーナンはクーデタへの国際的な風当
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たりを和らげ，経済の自由化を進めつつ，１９９２年３月に総選挙を実施した。

クーデタの中心人物であったスチンダー陸軍総司令官は，総選挙後に就任す

ることはないと明言していたのにもかかわらず，４月に軍を退役して首相に就

任した。このため，激しい反発を招き，同年５月に大規模な首相退陣要求集

会が開かれた。そこへ軍隊が発砲して多数の死傷者を出す惨事になった。国

王が事態の収拾に乗り出して，スチンダーは辞職し，軍隊も政治からの撤退

を余儀なくされた。これが１９９２年５月流血事件である（玉田［２００３］）。

　１９３２年以来６０年間にわたって最強の政治勢力となっていた軍隊の退場は，

政治の民主化にとって大きな弾みとなった。それと関連して重要なことに，

軍指導者の首相就任を可能にしたのは，民選議員以外の人物にも首相就任を

許している憲法の不備のせいであるとして，政変直後に憲法改正が行われて，

民選議員のみが首相に就任しうるようになった。このため，１９９２年９月，１９９５

年７月，１９９６年１１月に実施された総選挙の後には，第一党となった政党の党

首が，１９８０年代や１９９２年３月のように院外勢力との交渉ではなく，院内での

多数派工作を経て首相に就任した。

　�　１９９７年憲法

　政党政治が定着し始めると，連立政権の不安定，政治家の汚職といった問

題への不満が生まれ，政治改革を求める声が強まった。改革の重要な支持者

や推進者になったのは，１９９２年５月政変で決定的な役割を果たしたという評

価を得て，それ以後政治への発言力を高めた中間層（正確には，その代弁者と

自任する知識人やジャーナリスト）であった。政治改革は１９９７年に憲法の全面

改正を通じて実現が目指されることになった。選挙区議員の権力を制限し，

不安定な政権を安定させ，首相が強い指導力を発揮できるようにすることに

より能率的効率的な行政を実現し，同時に独立性の高い監査機関をいくつも

設けて政治家を監査させることにより政治の透明性や公平さを確保すること

を狙っていた。１９３２年の最初の憲法から数えて１６番目になるこの憲法は，国

民が起草過程にそれまでとは比較にならないほど広範に参加した。内容の点
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でもこの憲法には地方分権の一層の推進，社会権の保護，法案の起草や政治

家の罷免の発議権を国民に付与するといった規定が盛り込まれており，政治・

行政に大きな影響を与えることになった（玉田［２００３��第４章］，今泉［２００２，２００３�，

２００３�］，�����［２００４］，�������［１９９９］，��［２００２］，�������［２００３］）。

　民主化が進み始めた１９７０年代以後に，総選挙で過半数を超える議席を獲得

する政党はなく，２回続けて第一党になる政党も１９８３年を最後に出なくなっ

た。中小政党の連立によって誕生する政権では，首相は閣僚，連立与党，自

党議員を十分に統制できず，任期途中で国会解散か辞職に追い込まれた。そ

して，首相の与党はすべて敗北を喫した。与党第一党が政権の不人気の責任

を一身に背負わされ，党勢（＝議員数）維持の命綱となる選挙資金を十分に

集められなくなることに主因があった（玉田［２００３］）。

　こうした政権の不安定の解消が１９９７年憲法の主要な目標のひとつであった。

そのために，いくつかの新機軸が盛り込まれた。第１に，選挙制度を見直し

た。小選挙区制は規模の大きな政党つまり前職議員を多数抱える政党に有利

に働く。全国区で政党を選ぶ比例代表制は，首相候補者となる党首を前面に

掲げて戦われたため，有権者が首相を直接選ぶという大統領制に似通った役

割を果たした。選挙戦で党の顔になった党首以外の人物から，首相が選出さ

れる余地はほとんどなくなった（７）。

　第２に，下院議員は従来通り無所属を禁止され，新たな縛りとして現職議

員は任期途中に辞職しない限り所属政党を変更できなくなった。立候補に必

要な政党所属日数が，国会解散や任期満了から総選挙実施までの日数よりも

多く規定されたからである。政党は造反気味の議員に対しては次の総選挙で

非公認つまり立候補機会剥奪という制裁を加えることができるようになった。

　第３に，国会議員と閣僚の兼任が禁止された。入閣すると議員資格を喪失

する。比例区の場合には名簿の次順位者の繰上当選，小選挙区の場合には補

欠選挙の実施となる。小選挙区議員の閣僚就任の可能性を限りなく小さくす

るのがねらいである。従順な比例区議員中心の組閣を行えば，首相は閣僚へ

の統制を強めうる。しかも，不信任案の提出には，一般の閣僚は下院議員１００
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名の同意で足りるものの，首相に限っては２００名以上の賛同者が必要と規定さ

れたことも首相の指導力の強化に寄与することになる。こうした規定の効果

は，新憲法にもとづく総選挙が２００１年に実施されると明らかになった。

　�　タックシン政権

　２本目の縦糸は３本目の縦糸に直結していた。政治は２００１年総選挙後に一

変した。選挙で勝利を収めたタックシンは従来よりも格段に強いリーダー

シップを発揮しうるようになり，壮大な「国家現代化」の企てに乗り出すこ

とになる（本書第７章参照）。タックシンがどのようにして強い権力を獲得し

たのかを次に見てみよう。

　２．政権の安定

　�　タイラックタイ党の圧勝

　タックシンが１９９８年に結成したタイラックタイ党（またはタイ愛国党，�����

�����������	
���以下���と略）は，２００１年総選挙では下院の５００議席中２４８議席，

４年後には３７７議席を獲得した。こうした勝利を背景として，首相に就任した

党首のタックシンは強い指導力を発揮した（８）。この指導力は上述のような，

１９９７年憲法のいくつかの規定と，タックシンの群を抜いた経済力にもっぱら

由来していた。

　彼の経済力は１９９７年に生じた経済危機に負うところがあった。１９８０年代後

半に始まる好景気は９０年代にはいると空前のブームとなり，不動産業やサー

ビス業で富をなす企業が増えた。携帯電話事業にいち早く進出して業界トッ

プになったタックシンもその１人である。そうした変化が起きていたところ

へ襲来した１９９７年のアジア通貨危機は，経済界地図を抜本的に書き換えるこ

とになった。銀行が致命的な打撃を被って，所有者一族の出資比率が劇的に

減少した（末廣［２００６���第７章］）。銀行が中心となった経済体制は終わりを告

げ（����［２００６��１１４］），銀行家は政治資金提供者としての重要性を喪失した。
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また，好況期に多額の借入れをしていた企業のなかにも，返済を迫られて倒

産の憂き目をみたものがあった。数多くの企業の退場により，生き残った企

業の政治力は相対的に強化された。��，シン・コーポレーション，���はそ

の典型である。タックシンはこれら勝ち組の代表的な企業のひとつシン・

コーポレーションの実質的所有者であった。２００４年には首相と夫人の両家の

一族は上場済みの株式時価総額ではタイで一番の富豪であった。それまでは

ほかの企業家とともに政党政治への共同出資者の１人にとどまっていたタッ

クシンが，単独で運営できるように出資比率を大幅に増やして結党したのが

���であった。それまで政治献金を通じて政治への発言力を確保してきた企

業家は，出資比率とともに発言力も低下させることになった。

　１９９７年憲法と資金力に支えられてタックシンは首相の権力を強化した。

１９９７年憲法は，ただ単に首相の権力を強化するばかりではなく，汚職や不正

への予防線として，独立の監査機関による透明性，公平，自由の確保を想定

していた。権力が強化された首相への監査統制は，通常の議院内閣制で想定

される下院や与党ではなく，独立性を強化されたり新設されたりした一群の

監査機関に多くが期待された。具体的には上院，憲法裁判所，行政裁判所，

選挙管理委員会，国家汚職防止取締委員会，会計監査委員会，国会オンブズ

マン，国家人権委員会，国家経済社会諮問会議，国家通信委員会，国家放送

委員会などであった。これらの機関が機能すれば，首相をはじめとする政治

家の不当な権力行使は阻止したり取り締まったりできるはずであった（本書

第３章参照）。しかしながら，これらの監査担当者の選出にあたってもっとも

重要な役割を担う上院議員は，下院議員と同じ票田にもとづいて当選するも

のが多く，首相らの政党政治家に対して厳しい姿勢を示す人物が選から漏れ

る傾向が生じた。このため，政党政治家からの独立性が損なわれ，監査機能

を十分に果たせなかった。

　�　首相の指導力強化

　内閣にも，与党にも，野党や上院にも，首相に対抗しうる勢力は存在しな
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かった。比較政治学者サルトーリは議院内閣制における首相と閣僚の関係を

３つに類型化している。第１に「同輩者中の第一人者」は，通常の議院内閣

制で観察されるものであり，首相は閣僚任免の自由に制約を受けていること

から，閣僚を十分には統制できない。第２に「非同輩者中の第一人者」は，

議会の不信任投票のみでは罷免されず，閣僚が交代しても首相は職にとどま

ることを期待される。第３に「非同輩者の上に立つ第一人者」は，与党議員

の投票によって辞任に追い込まれることはまずなく，思い通りに閣僚を任免

し，過剰なまでに支配する最高執行者である（サルトーリ［２０００��１１６］）。この

類型に照らし合わせると，２００１年以前のタイの首相は「同輩者中の第一人者」

であった。それが政治改革を受けて登場したタックシンのもとでは「非同輩

者の上に立つ第一人者」へと変化した。タックシンがタイの政治史上では類

例が乏しい強い指導力を発揮するようになると，タイ国内ではタックシンが

大統領制の導入を目論んでいるのではないかという批判も生まれた（本書第

７章参照）。

　内閣や与党における首相権力強化の主因は選挙にあった。政治における選

挙の重要性が高まったからこそ，つまり民主化が進んだからこそ生じた現象

なのである。選挙で選ばれる指導者には，軍政下の強権的な支配者とは異な

り，民主的正当性がある。与党にとってのタックシンの重要性は選挙を思い

起こせば明らかであろう。与党���は貧困層向けにも，中間層向けにも，実

業界向けにも，支持を調達しうる政策を公約として掲げて選挙で勝利を収め，

その多くを実施することによって広範な支持を獲得した。タックシンが常日

頃から自ら広告塔となって政策の��に努めていたせいもあって，与党議員も

有権者も多くのものがそうした政策を，政権や与党にもましてタックシン個

人の政策とみなしていたことが重要である。全国区で争う比例代表制で与党

が２００５年に獲得した１９００万票という大量得票はタックシンの魅力に依存して

いると考えられていた。小選挙区でも４００名の与党候補者たちは得票の上乗

せを期待して選挙ポスターに党首タックシンの顔写真を入れた。タックシン

が選挙で勝利をもたらす限り，異議を唱えるものはいなかった。与党組織の
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整備を進めたわけではないにもかかわらず，選挙で圧勝を収めたため，党首

の集票力への信奉が高まり，党首の指導力がいっそう強まった。強いリー

ダーシップ確立を目指した１９９７年憲法という基盤，実現への能力と意欲を兼

ね備えたタックシン，この２つがかみ合って大統領のような強いリーダー

シップの発揮を実現しえた（９）。安定した政権ならびに強い指導力を発揮し

うる首相の登場は，従来の対照的な首相のもとでは困難であった新しい変化

を可能にした。

第３節　本書の構成

　本書では，上述の民主化と織り合わされる横糸として，１９９１年２月クーデ

タから２００６年９月クーデタまでの１５年間に生じた政治・行政面の変化のなか

から重要なものを取り上げる。変化は政治・行政面だけにとどまらなかった。

経済・社会は，１９９７年７月のアジア通貨危機とその後の深刻な経済不況のゆ

えに，多様で深甚な制度改革を経験していた（末廣編［２００２］）。１９９７年の危機

にもかかわらず，１９６０年代からの着実な成長，１９８０年代後半からの高成長の

おかげで，タイの経済は中進国の域に達しており，����加盟を視野に入れ

た制度改革が始まろうとしていた。農民の減少すなわち第２次産業や第３次

産業の従事者の増加，高齢化や少子化の進行といった社会の変化に対応した

社会政策（公的医療補助，年金制度，失業保険，社会的弱者保護，高齢者対策）

の導入・拡充も進められた。教育面でも，ほかの�����諸国に比べて低調で

あった中等教育の機会を急拡大させ，高等教育機関への進学者増加につなげ

た。

　こうしたさまざまな面にわたる変化は互いに影響しあっていた。１９９７年憲

法の公布施行は，政治改革だけでなく，社会権の保護や教育の普及に弾みを

つけ，選挙政治の定着を追い風にその実施が進んだ。地方分権も１９９７年憲法

によって拍車がかかった。このことが示すように，一連の変化は，グランド・
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デザインがあって，それにもとづいて生じたわけではない。むしろ断片が積

み重なって大きな変化になってきた。そのなかには，自然発生的な変化もあ

れば，明確な目的にもとづいて実施された改革もある。解決を長年にわたっ

て先送りされてきた懸案への対応もあれば，突然直面した課題への対応もあ

る。対応策のなかには，ねらい通りの成果を達成したものもあれば，思いが

けない結果につながったものもある。

　本書の各章の叙述にあたっては２つの点に配慮した。ひとつには，中長期

的な変化をうつし出すため，本書の縦糸となる１９９２年政変，１９９７年憲法とタッ

クシン政権などとの関わりを示すように努めた。もうひとつには，対象とな

る改革が始まる経緯，展開，帰結を明確に描き，その分野の改革の現時点ま

での推移について，章ごとに完結して理解できるよう描くことである。なお，

各章で取り上げるトピックは必ずしもすべてが１５年間を対象時期とはしてい

ない。１５年間に生じた変革のなかから重要と思われるトピックを取り上げて

おり，１５年間にまたがるものもあれば，特定の時期に偏るものもある。章立

てについても，必ずしも時代順にはなっておらず，トピックによっては前後

することもある。１５年間のうち格別際だつのはタックシン政権時代の５年半

であり，複数の章が同政権期を中心として扱っている。同政権の見取り図は

本書第７章を参照されたい。以下，各章の要約を示す。

　第２章では民主政治の中核をなす選挙制度の移り変わりと政治への影響を

考察している。１９９７年憲法で選挙制度が大きく変更された。それまでの不安

定な連立政権に代えて，政権を安定させ，強い指導者を登場させることが改

革のねらいであった。２００１年に選挙が実施されてみると，改革は想定通りの

効果を発揮した。しかし２００６年クーデタ後には，強い指導者の登場を阻止し

うる選挙制度への改革が模索されることになった。

　第３章では，１９９７年憲法へと結実する政治改革において，政権の安定とと

もに重視された�国家権力行使への監査を取り上げる。とくに光をあてるの

は裁判制度改革である。政治家による権力の濫用を阻止し取り締まるために，

独立性の高い監査機関が設置された。１９９７年憲法によって最高裁判所を頂点
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とする司法裁判所とは別に設置された憲法裁判所や行政裁判所について，

１９４０年代まで遡ってその前史を解明するとともに，設置のねらい，実際の機

能を判事や判決にもとづいて解明する。憲法裁判所がクーデタによって廃止

されることになった理由も明らかになる。

　第４章では１９９０年代前半に始まり，その後急速に進んだ地方分権について

取り上げる。タイの地方分権改革は，１９９２年以降の民主化の一環として始め

られ，１９９７年憲法や１９９９年地方分権推進法によって推し進められてきた。そ

の特徴は，権限委譲，財政分権，人の委譲によって既存の自治体の能力を高

め，中央政府から自立させることにある。地方分権は途半ばであるが，その

前提は既存の地方行政制度に手を触れないことであった。だが，行政サービ

スの「効率と効果」を考えると，合併や自治体間協力が次の重要な課題であ

る。

　第５章では１９９０年初頭に改革が始まった教育制度を扱う。タイの教育改革

は，１９９０年代に教育の量的供給を増やし質の改善もめざすという大きな目標

を掲げてスタートした。しかし１９９９年国家教育法の制定以来，改革を主導す

るアクターが変わるにつれ，住民参加や地方への権限分散を重視する「民衆

統制」に向けて改革の方向性が変質した。本章は，こうした方向転換をきっ

かけに教育の質の改善を目指した教育改革の構想が，次第に「教育省」改革

へと変質する過程に焦点をあてている。とくに中央の局ごとに「専門的指導

性」原理によって学校を運営してきた制度を破壊するため，当事者である教

育省各局は改革の過程から疎外され，地方教員や地方教育行政官の反発から

改革は混乱に至った。

　第６章では，行政改革を取り上げる。官僚制の改革は１９６０年代からたびた

び試みられてきたものの，根本的な改革に至ることはなかった。しかし，タッ

クシンは政治家主導の政策決定を導入することにより，国家目標に貢献しう

る組織や人材を構築するための行政改革に乗り出した。

　第７章ではタックシン政権下の経済社会政策と予算配分の仕組みの変化を

扱う。タックシン首相は，地方における「草の根経済」の振興と，都市部の

24



大企業や外国企業を念頭においた国家競争力強化計画の２つを柱とする

「デューアル・トラック政策」を展開する。そして，２００５年の総選挙に圧勝し

てからは，公務員・行政改革を含む，より包括的な「タイ王国の現代化計画」

に乗り出した。これは，経済的中進国の仲間入りを果たしたタイの諸制度を，

グローバル化，経済の自由化，��化という時代の流れに合わせるための，き

わめて野心的な国家改造の試みであった。この国家改造を実施するために，

彼が政策決定メカニズムや予算配分制度をどのように変えていったのかを検

証し，同時に「急ぎすぎた改革」がタイ社会にどのようなインパクトを与え

たのかを検討する。

　第８章では，高齢社会政策を中心に社会福祉制度改革の方向性を検討した。

福祉制度改革は１９９７年憲法を契機に本格化したが，高齢社会政策の担い手は

従来通り地域社会や家族に委ねられ，年金制度についても，制度外の国民に

ついては地域社会や職務レベルでの基金を創設する方向で議論されている。

一般に経済発展とともに福祉への国家の役割が拡大されるが，タックシン政

権の高齢社会政策から観察されたものは，国家介入を抑えた福祉戦略といわ

ざるをえない。

　第９章では，外交政策の変化を考察する。従来の政権による対外政策との

比較を踏まえて，�タックシン政権の対外政策の特徴を分析した。タックシ

ン政権の対外政策の目標は，タイが経済的中進国として先進国（日本，アメ

リカ）と途上国（カンボジア，ラオス，ミャンマー）の仲介的役割を果たすこ

とにあった。その構想の実現のために，タックシンはタイの対外政策決定過

程を首相とその腹心が中心となって運営する構造に作り替え，従来対外政策

決定に影響を及ぼしてきた外務省や国軍に対し，指導力を確保したのである。

　こうした各分野の変化は，タイの民主化や社会・経済の中進国化にむけた

制度整備を背景に生じている。これら各分野の変革においては，分野ごとの

特徴に応じた「近代化」または「現代化」が進行中であり，その意味すると

ころは各章において定義されている。こうした改革の関連や全体の方向性に

ついては，本書の終章であらためて検討することにしたい。本書がめざすタ
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イ政治・行政の変革に関する包括的かつ実証的な説明という目標がどの程度

達成されているか，各章を読まれた読者諸賢の忌憚ないご批判を待ちたい。

〔注〕―――――――――――――――

�　１９８０年から１９９０年まで１０年あまりにわたって首相府大臣（法務担当）を務め

ていた。２００６年クーデタ後には官選立法議会の議長に就任した。

�　憲法や民選議会を否定する軍事クーデタはタイでは１９４７年が最初であった。

以後のクーデタはいずれも選挙政治の廃止や休止を目的としており，正当化の

ために国王からの裁可を不可欠としてきた。クーデタは，ある意味では，王室

の政治的重要性を再確認させる格好の機会にもなってきた。

�　付け加えるならば，タイ人研究者自身が中間層の一員として自画自賛論に心

地よさを覚えたことも見逃せないであろう（��������［２００４��１３６�１３７］）。

�　行政改革分野では�������［２００６］，�������［２００１，２００４］などの研究がある

が，タイ国内で関心を集めているとはいいがたい。

�　具体的には，住民に睨みをきかせて治安を維持できるもの，住民を動員でき

るもの，金品を提供しうるものである。こうしたサービスは公務員にとって不

可欠であり，協力者に対しては便宜の提供や違法行為の見逃しといった返礼が

行われた（����［１９７９］）。

�　政治力が強いからこそ，１９８０年末からの好況期に入って，外国銀行の出店圧

力が高まっても，その新規進出や店舗拡大を阻止し続けることができたので

あった（米田［１９９８］）。

�　有権者に与えた影響も無視できないであろう。それまでの選挙は中小政党

の乱立であったため，どの政党が第一党になるか見当を付けにくく，それゆえ

首相候補は何人もいた。しかし，２００１年以後は第一党や第二党になる政党を予

想することが容易であり，それゆえ有権者はどちらかの政党の党首を首相に選

ぶつもりで投票したはずである。このため，首相への愛着や支持は旧制度下よ

りも格段に強まったことであろう。

�　タックシンは組閣前に小政党を併合して議席が過半数を超えたにもかかわ

らず，ほかの政党と連立して定員５００名の下院で３００議席を優に超える政権を発

足させた。

�　議院内閣制における首相の権力強化という現象は数多くの先進国で観察さ

れており（���������	
�����������	�［２０００］），政治の大統領化と呼ばれてい

る（��������	
��	��	����［２００５］）。
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